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は じめに

1990年10月3日 、東 ドイツ市民の民主化要求や

大量の出国を背景 として、東西 ドイツが統合 され

た。これによって、東 ドイツの共産主義体制が崩

壊 し、第二次世界大戦によって強いられた東西分

断の歴史に終止符が打たれた。

統合前の東 ドイツ市民は、社会を崩壊 させるの

ではなく、新 しい体制による東 ドイツの再生 とし

て、システムを変えた民主主義国家の建設 を望ん

でいたと考えられる。 しかし、西倶l諸国同様の繁

栄を期待 していた東 ドイツ市民は、西 ドイツと同

じような社会システムをとらなければ同 じような

発展はないと考え、結局は統合 という形 をとらざ

るを得なかった。市民の多 くが物質的な貧 しさを

感 じていたことは事実であるが、そのことだけが

この結果の大 きな原動力になったのではなく、厳

しい監視体制からの逃避や思想上の問題など複雑

な絡みがあったものと思われる。 しか しなが ら、

この統合はあまりに急速な展開の下で行 なわれた

ため、統合後、さまざまな問題が発生 している。

東傾1では、失業率14～40%と もいわれる失業者問

題が発生 し、幼稚園入園など以前は全員ができた

のに今はそれができない、工場での労働者 も、以

前は工場長や幹部に、そして今は西側から送 られ

てきた技術者に相変わらず従属的な立場に置かれ

ているなど、多 くの国民が何 らかの不満 を持 って

いる。また西側でも、市民は新 しい変換 に心の準

備が充分にはできておらず、戸惑いを隠 しきれな

い状況にある。特に、分断される前の状況を知 ら

ない若者にとっては、東 ドイツは全 くの外国 とい

う認識が強い。さらに、新たな交通 システムの構

築、住居の供給、外国人移民排除の問題などきま

ざまな山積みされた問題を解決 し、東西の格差 を

できるだけ近いうちに取 り除かなければな′

このように、 ドイツ連邦共禾日国は統合後

の現在、政治や経済などにおいて種 =々ヤ

に直面 している。同じくスポーツ柔,二

紋が投げられ、まさに変革の滑|:1二千

特に、多様化された 「みんな.⌒ス十一

としての西 ドイツが、二l・― ミスボー

カ誇示のためにスポー ン`)を行なって き

を統合 し、スポーツ菫造を一つ:二して、

ッを促進 しようとして、・こところは、

深いところである[

統合前の ドイツにお けるスポーツ政策
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植えつけられ、共産党の特殊な制度づ くりや経済

制度の変更などが行なわれた。民主化の洗礼 を受

ける以前の東 ドイツでは、スポーツは国力 を誇示

するために利用された。スポーツでの成績は、必

ず しも国の実情を反映 したものではなく、逆に国

際競技会でメダルを獲得することで経済面での弱

さを隠すなど、体制の内部的弱 さを覆い隠すため

にスポーツが利用されたともいえる。 このように

東 ドイツにおけるスポーツ政策の方針の基本には、

スポーッを国威の発揚に使 う目的があ り、スポー

ツと政治は切 り離せないものであったに違いない。

1950年、共産党の指導の下で共産主義体制の優

位性を示すスポーツを確立するため、 コーチの養

成を主な目的としてライプチヒスポーツ大学が設

立された。1957年には、 「ドイツ体操 ・スポーツ

連盟 (DTSB)」 が設立され、東 ドイツにおけ

るスポーツの中心的組織 として社会主義的精神 を

育て、反革命的思想 と闘うためにスポーツの振興

が行なわれた。その後1960年代 に入 リエ リー トス

ポーツに力が入れられ始めると、ライプチヒスポー

ツ大学では、コーチ養成のほかにもトレーエング

方法、スポーツ医科学の研究などにもかな りの力

が入れられた。このスポーツ医科学研究は健康維

持 というよりはむ しろ ドービングなどを含めた、

競技力向上についての研究がなされていたようで

ある。さらに、最 も効率良くメダルを獲得する部

門の選択が行われ、体操、陸上競技、水泳、 自転

車など個人種目に的が絞 られ、これらの競技種 目

に向いた体型など選手の将来性全てが科学的 ・精

神医学的にチェックされた。1964年には、 これを

基準に幼児英才教育を行 うことを決定 し、各地に

特別なスポーツ学校である青少年スポーツ学校が

設立され、コンピュータによるタレントを送 り込

み、地域のスポーツクラブとの連携により育成が

始まった。また2年 に 1回青少年スポーツ大会の

全国大会を各村単位から勝ち残 り方式で実施 し、

才能ある選手の発掘が組織的に行なわれた。 こう

した、青少年期からの徹底 したエ リー ト選手養成

システムにはその善悪は別として目を見張るもの

があり、ごく最近には、高地訓練の状況を入工的

に作 り出す低圧室を持った特別な トレーニング施

設が存在 したことも明らかにされた。 こうして選

手は、理想的な環境の中で、国際競技会で好成績

を上げ、オリンピック大会等で次々とメダルを獲

得 した。この結果、東 ドイツは、単独参加 となっ

た1968年のメキシコシテイオリンピック大会以降、

大会ごとに驚異的な速さで躍進を続け、獲得 した

メダル数を合計すると、ソ連、アメリカに次 ぎ5上9

イ岡にもなっている。 このように東 ドイツにおい

ては、国家はエリー トスポーツに力 を入れ、選手

養成のためにあらゆる努力、投資がなされ、 とり

わけ青少年の中からタレントを選別する制度が発

展 した。また、その強化策は、多 くのメダルをも

たらすような競技種目、人材に絞 られ、 人 と金を

湯水のように使って行なわれた。 スポーツの年間

予算は約十億マルクで、国防、秘密警察に次いで

三番目の出費にもなり、しかもその大半が世界ラ

ンキング6位 までのエリー ト選手に注がれていた

と言われる。東 ドイツのスポーツ政策は、 まさに

エリー トスポーツヘの投資であり、スポーツでの

成功は一貫 したエリー ト選手養成システム全体 に

よるものであったといえる。

また、こうしたスポーツ政策の下、エ リー ト選

手養成システム維持のために、青少年スポーツ学

校や地域スポーツクラブ、 トレーニング施設、そ

して ドーピング計画等に代表されるスポーツ医科

学研究などの秘密を守ることが重要であ り、他ヘ

漏らすと厳格な処罰がなされていた。東西分断後、

両国のスポーツ選手が競技会を通 して互いに同民

族であることの確認がされてきたが、東 ドイツの

秘密警察による選手に対する監視は年々厳 しくな

り、両国選手の対話のチャンスは少なくなった。

西 ドイツの親族からジーンズをプレゼン トされた

選手が、無記名でお礼の手紙を出 したものの秘密

警察によって身元が判明し、選手の道 を絶たれた

といった事夕1も多 くみられる。
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2.西 ドイツ

戦後の西 ドイツは、復興から成長、繁栄への道

をひたすら歩み続け、急激な高度経済成長 を成 し

遂げた。 しかし、この背後には、生活環境の悪化、

労働の機械化 0単調化による人間疎外、 自由時間

の増大に対する構えの欠如、そ してこうしたこと

によってもたらされる健康の危機 といった深刻な

問題が存在 した。西 ドイツにおけるスポーッ政策

は、このような問題に対する国家 としての一つの

対処でもあり、戦後の国土建て直 しという政治的

そして経済的課題 としての施設建設計画 「ゴール

デンプラン」、国民のスポーッに対する意識の変

革とプログラムの提供に係わる課題 「第二の道」、

さらにこの2つ の事業を基盤とした新たな国民ス

ポーツ運動 「トリムアクション」を展開した。

1950年12月、西 ドイツにおける各種スポーツ団

体を総括代表する民間団体として、「ドイツスポー

ツ連盟 (DSB)」 が設立された。 ドイッスポー

ツ連盟は、西 ドイツにおける全てのスポーッ団体

を統括した、最大のスポーッ組織であり、州スポー

ツ連盟と種目別スポーツ競技団体がその大きな2

本の柱となっている。連邦政府や州政府、議会、

そして社会一般に対し、西 ドイツにおけるスポー

ツ振興に関してスポーツ界を代表 して意見を述べ

る役割を担い、余暇社会における生涯スポーツの

振興、学校 ・大学におけるスポーッの振興、スポー

ツ科学の振興および多様なスポーッ ・レクリエー

ション・遊戯さらに保養などの施設整備を行なっ

た。スポーックラブは、市スポーツ連盟と州スポー

ツ連盟に加盟し、一方各クラブ員は所属 している

クラブを通 してそれぞれの競技団

体に登録される。 ドイッスポーッ

連盟は、このような会員からの会

費、宝 くじによる収入、連邦、州

及び市町村政府からの補助金、ス

ポンサーからの援助を財源として、

具体的には、先に示 した政府や議

会に対する意見具申、セ ミナーや

研究会を通 じての情報交換、生涯スポーツキャン

ペーンの実施、調査研究などを行 なった。西 ドイ

ツにおけるスポーツ活動の基盤はクラブにあ り、

ドイツスポーツ連盟によって、スポーックラブの

組織化が図られた。1970年代後半には国民の 4人

に 1人 、1980年代後半には実に国民の 3人 に 1人

が、 ドイツスポーツ連盟に登録するまでになった。

ドイツスポーッ連盟は、1978年までは政府からの

支援を受け、政府 との結び付 きが強かったが、同

年に独立 し、以後、原則 として会員の会費で運営

するようになった。西 ドイツにおけるスポーツ政

策では、民間と行政の両者が明確 な機能分担 を行

ないながら、その役割を互いに呆たしてきた。

統合後の ドイツにお けるスポーツ政策

1.ス ポーツ組織の統合

1990年12月15日、それまで西 ドイツにおけるス

ポーツの中心的組織であった ドイッスポーッ連盟

がそのまま統一 した組織 となり、東側 を含めて新

しい仕事を開始 した。同時に、東 ドイツにおける

スポーツの中心的組織であったドイッ体操 ・スポー

ツ連盟は消滅 した。これによって ドイツスポーツ

連盟は、西側の11州に新 しく東側の 5州 が加 えら

れた16からなる各州スポーツ連盟、55の種 目別ス

ポーツ競技団体、12の特殊目的のスポーツ関係団

体、 6つ のスポーツ科学 ・教育関係団体等から構

成され、その傘下には約 7万 5千 のスポーツクラ

ブが所属 し、登録会員数は約 2千 4百 万人となっ

た。

ドイツスポーツ連盟
(DSB)

特殊 目的の スポーツ

関係団体
(12団体)

スポーツ科学

教育関係団体

(6団体)

種目別スポーツ

競技団体
(55団体)

州 スポーツ連盟
(16州)
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表 1 ドイツスポーツ連盟登録会員数の推移

年 登録会員数 人口比(%) クラブ数

1950 3,204,005 6.7 19,874

1951 3,368,220 6.9 20,824

1952 3.607,905 7。1 22,075

1953 3,736,397 7.2 22,680

1954 3,739,898 7。2 23,073

1955 39848,859 7.3 23,947

1956 4,356,562 8。2 24,320

1957 4,615,868 8。6 26,116

1958 4,836,878 8。9 27,511

1959 5,130,522 9.5 29,025

1960 5,267,627 9。5 29,486

1961 5,497,763 9。8 30,758

1962 5,693,368 10。1 31,537

1963 5,903,736 10。3 32,115

1964 6,190,094 10。8 339273

1965 6,831,980 11.7 34,441

1966 7,698,812 13.1 35,567

1967 8,235,118 13.9 36,362

1968 8,940,957 15 37,391

1969 9,555,270 16 38,284

1970 10,1219546 16。7 399201

1971 10,794,018 17.6 39,827

1972 11,497,123 19 40,938

1973 12,152,345 19。8 41,463

1974 12,836,302 20。8 42,785

1975 13,449,905 21 44,373

1976 14,194,344 22 45,518

1977 14,712,573 23 46,946

1978 15,780,582 25。7 48,380

1979 16,518,785 26。9 50,739

1980 16,924,027 27。6 53,451

1981 17,658,020 28。7 58,937

1982 17,980,292 29。2 599871

1983 18,375,270 29。78 58,091

1984 18,940,122 30.77 59,717

1985 19,258,583 31.41 61,514

1986 199588,607 31。95 62,930

1987 20。043.290 32。85 649251

1988 20,4989190 33。53 65,643

1989 20,965,422 34。33 66,652

1990 239777,378 30。07 74.802

東 ドイツでは、スポーツの主導権や責任は連邦

政府が担ってお り、エリー トスポーツのために国

が大幅な援助をしていたことは前述の通 りだが、

大衆スポーツについては教育や文化同様各州が補

助金や経済的なバックアップを行なうことになっ

てはいたものの、それらは十分ではなかった。 こ

のため統合後の今、大衆スポーツとしてのスポー

ツ活動のための条件づ くりが大 きな課題になって

いる。東側でも州スポーツ連盟が新 しく設立され、

スポーツクラブを作 り、会員から資金集めがされ

た。 しかしながら、会員数はかな りの勢いで増え

てはいるもののまだまだ少なく、会費を集めても

西側ほど充分ではない。このため、スポーツは政

治から独立 しているという基本理念に変化はない

が、資金面については、しばらくの間州政府が援

助することになっている。特に、東側の新 しい 5

州では財政状態が極めて厳 しく、困難 を抱 えてい

る[こ のため、 ドイツスポーツ連盟では、手助け

の一つの手段 として西側の各州の連盟とパートナー

シ ノプを結び、この 5州 をバックアップするよう

な処置をも講 じている。

表 2 州スポーツ連盟登録会員数

*1日束 ドイツ地域

東西 ドイツの事務 レベルでの統一のプロセスは

一応完了 したとみてよいが、人的 レベルではまだ

まだ解決 しなければならない問題が多 く残ってい

る。東 ドイツにいた約12,000人の専従のスポーツ

関係者 (うち約6,000人がコーチ、 トレーニングを

州スポーツ連盟 登録会員数 人口比(% クラブ数

Badcn― Vヽurtternberg 3,100,826 32.24 10,033

Bavcrn 3,557,695 31.71 10,234

Bcrlin 515,461 15。12 1,777

Br2ndcn―burg* 404,803 15。33 1,639

Bremen 184,230 27.33 414

Hamburg 411,747 25.32 699

IIcsscn 1,882,960 33.26 7,272

卜Iccklcnburg―Vorponllnern* 204,153 10.39 924

卜Iiedersachsen 2,4И11,132 33.73 8,453

Nordrhein―Westfalen 4,382,363 25.62 18,972

Rheinland―Pfalz 1,285,256 34.72 5,688

Saarland 411,877 38.67 1,971

Sachscn* 649,307 13.25 1,498

Sacllsen―Anhall 441,276 14.88 1,522

Schicswig―Holstein 794,182 30。6 2,471

Thuringcn* 365。176 13.61 1,235
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専門としていた)の うち統一された ドイッスポー

ツ連盟で受け入れ可能であったのは、経済的な理

由、資格の問題などから500人程度 (うち260人が

オリンピック選手 トレーナーとして活動 している)

でしかなかったことなどがこの一例である。

2.エ リー トスポーツ

東西 ドイツの統合は、東側のスポーツ医科学研

究の先進性やエリー ト選手養成システムに加えて、

西佃1の人材や資金との結びつきで もあ り、オリン

ピック大会等での活躍が大いに期待 されるところ

である。1988年のソウルオリンピック大会におい

ても、東 ドイツは金メダル37個を獲得 して第 2位 、

西 ドイツも11個で第 5位 であり、両者を合計する

とそれだけで充分ソ連の55個を脅かす存在になり、

ソ連を上回る可能性 もありうるわけである。現に、

金 ・銀 ・銅の全てのメダル数を併せると、 ソ連の

132個を上回る142イ固であった。 しか しなが ら、東

ドイツがこれまでスポーッ強国であ りえたのは、

社会主義体制下の厳 しい締め付け、生活面でさま

ざまな制限や制約が加えられる中で、例 えば国際

的な選手になることによって豊かな生活 と外国旅

行を約束 してくれるなど、スポーッに全てを打ち

込めるのに充分な動機づけがなされたからであっ

たのかもしれない。 ドイッが統合されたことによっ

て、東側の選手は中央封建的、非民主的な管理状

況から、民主的体制へと状況が変化 し、それまで

与えられていた社会的地位や、成功後の社会的保

障がなくなり、必ず しも同じモチベーションで活

躍できなくなり、 ドイッの統合はオリンピック大

会等での世界最多のメダル獲得の期待に結びつか

ないとの予測 もできよう。エリー ト選手は、引退

後自動的にいわばプロフェッショナルなコーチに

なれ、就職先や生活のことを″亡、配する必要がなかっ

たことやさまざまな特権の消滅が選手のやる気 を

そぐことにつながるかも知れない。 また、 このこ

とは統合までコーチとして活躍 していた人々につ

いても同様のことがいえ、失業者が出てもいる。

統合による失業のため、非常に能力が高いコーチ

であっても諸外国へ移籍 ・流出 して しまう例が多

くみられる。また、統合により社会主義下で国家

が全面的にバックアップしてきた、広範で組織的

なエリー ト選手養成システムが今後 どの程度受け

継がれるかについても疑間であるcエ リー トi翌手

養成システムは崩壊 し、東 ドイツの青少年 スポー

ツ学校は、現在 も少 し残っているが、普i三の学校

に移行 しようとしている。同時に青少年スポーツ

学校 との強い連携を持っていたスポーックラブを

どう変革 していくか、そしてエ リー トスポーツの

ために設けられた施設をどう活用すべ きかについ

ては今なお考慮中である。また、すでに世界の トッ

プレベルにいる優秀な選手へは企業の大 きな支援

があるが、若い将来の選手をどう育てるかは、経

済的な面からも大きな問題があることは指摘する

までもない。

さらに、 ドーピンク問題の解決 も重要な課題で

ある。 ドイツのスポーツ選手の ドーピンクの実態

を調査するために設立されたライター委員会は、

統合前の東西 ドイツであった ドーピンクを告発 し、

特に東 ドイツでは国家ぐるみで組織的に ドーピン

クが広範囲に行なわれたとしている。 ドービング

を拒否する者は、ナショナルチームヘの参加 を認

めていなかった事実 もごく最近明 らかにされた。

これに何 らかの形で関与 していたとされたコーチ

などは、さまざまな調査を経て、バルセロナでの

オリンピック大会の後には整理 されるであろうと

思われる。

3。 大衆スポーツ

ドイツにおける大衆スポーツと|ま

目的として一切試合をしないもの、

国際規則を準 じないもの、試合参iI

るが高いレベルになにヽもの、 を。・ユ

するというよ|)スポープを長

をするため、lサハビ
｀`
lニーシ

ている非組織的なグlレープ、
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ないにしろゆるやかなゲーム形式でスポーツを行

なおうとするグループなどを幅広 く含んでいる。

20年前には、いわゆる運動神経のない、若 くない

人達がスポーッ活動をすることはあまり意味のあ

ることだとは考えられておらず、従 って ドイツス

ポーツ連盟の大衆スポーツ部門も1名 だけで担当

していたが、現在は大衆スポーツに対する再認識

と成果もあって、15名の専任職員がいる。

統合後の ドイツでは、東 ドイツのエ リー ト選手

養成システムが崩壊 し、東側の地域に大衆スポー

ツの積極的な展開をしようとしている。 しか し、

政府は、エリー ト選手養成システムを守るために

約 2億 マルクを出資 したが、大衆スポーツに対 し

てはまだ出資をしていない。そこで、ドイツスポー

ツ連盟は、内務省に大衆スポーツのために 4年 間

で7500万マルクが必要であるという要求を出 して

いる。行政府が文化活動に出資 している額が約 9

億マルク (11しその大半は州が支出)で あること

を考えれば、この金額は決 して高い額ではないは

ずであるが、国全体の大変な経済状態の中では、

残念ながらす ぐに解決できる問題ではなさそうで

ある。

東側では大衆スポーツのための施設が大変不足

しており、それまでエリー トスポーツ専用であっ

た競技場、プール、体育館を一般市民に開放する

努力はしているが、今まで片隅に追いやられてい

たバスケットボールなどの主として団体種 目も活

動できるようにしなくてはならない問題 もあるc

このため新 しいゴールデンプランの策定が望 まれ

ている。

スポーツクラブづ くりでは、新 しくできるスポー

ツグループに対 してリーダー及び各種スポーツ ・

レクリエーションなどの器具に対する援助 として

1500マルクを与え、それが近い将来 クラブヘ と発

展することを期待 している。また、 クラブで活躍

するコーチや トレーナーといった指導者の確保 も

重要な問題であり、指導者の報酬基準の設定や養

成のための4年 計画を立てている。 さらに、各州

のスポーツ連盟やその傘下団体 にスポーツクラブ

相談所を設けるなど、ボランティア精神 を基本 と

した機能的なスポーックラブの育成に力 を注いで

いる。こうして、人口の約33%が スポーツクラブ

に所属 している西傾1に対 し、東側は約 7%と いう

差をなくし、近いうちに東側の市民の少な くとも

約15%が スポーックラブに参加できるようにする

ことを今の目標にしている。

また、 4年 間サイクルのテーマでキャンペーン

活動を行ない、一般市民に、さまざまなみんなの

スポーツ活動があることを情報提供 してい く広報

活動や、市民対象の大規模なスポーツ大会、市民

スポーツ浸透のためのプログラム、人々の目をス

ポーツに向けさせるためのプログラム (スポーッ

の試食会、全国スポーツの日、ハイキングデー、

トリムフェスティバル)、 スポーツを行なうよう

になった人々をできるだけ長 く続けてもらうため

のプログラム (スポーッバッジ取得のための競技

会)な どの新 しい活動プログラムの開発 も進めら

れている。

4。 これからの課題

現在、 ドイツは、多様化された西 ドイツと画一

化された東 ドイツにあったスポーッの構造 を一つ

にするよう努力 している。特に、 この中で も東 ド

イツにはなかった大衆スポーツについて多 くの課

題を抱えている。東 ドイツでは、スポーツは多 く

の資金を使い、多 くのプロコーチがお り、特権的

なものであったとさえ言える状況の下で、反対制

派の知識人は、当然のことなが らスポーツは悪用

されていると認識 していた。市民は複雑な気持ち

でスポーツそしてエリー ト選手をみつめ、エ リー

ト選手に与えられたさまざまな特権が市民の反感

を買う結果 ともなっていた。国際的に成功 したエ

リー ト選手、特にオリッピック大会でのメダリス

トは、エリー ト選手 としての特権が与えられた。

一般市民が自動車を申し込み手に入れるまでに17

年もかかるのに、メダリス トはす ぐに手に入る。
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テレビ、オー トバイ、アパー トなどについても同

様であった。これは学者や芸術家 よりずっとよい

待遇であったと言われる。また、金メダリス トに

は、普通の生活水準の約 3年 分である 3万 マルク

が員曽られた。いずれにしてもこのような特権制度

が、今、大衆スポーツの振興にとって表面に現れ

ない大きな障害となっているようである。 スポー

ツは体制のものであり、良 くないものであるとい

う考えを払い去るまでにどのくらいの時間がかか

るかについての判断は非常に困難である。

ドイツの統合はなされたが、それぞれの価値観

の違いから今なお、東西二つに分かれた青少年が

存在 しているが、社会調査から東側青少年の間で

は、みんなで何かをしたいという要望が強いとの

結果が得 られている。スポーッはこうした欲求に

対 して充分応えられ、東西の価値観の違いのギャッ

プを少 しでも埋めることに貢献できるのではない

かという大きな期待がスポーッ界だけでなくさま

ざまな分野からされている。スポーッは人間を互

いに心底から結び付けあう可能性 をもつ ものであ

るため、東西を一つにまとめるために他の分野に

比較 してより大 きな貢献が期待できる。統合のよ

ろこびがさめてきた今、多 くの部分で混迷 してい

るが、スポーツは、統合の正常化に大 きく貢献す

るものと考えられる。 しかしなが ら、当面する緊

急課題は経済問題であるがゆえに、現段階ではス

ポーツのためにそんなには投資で きない悩みは否

定できない。

スポーツ面での東西競争はソ連の崩壊 を含めて

すでになくなった。21世紀に入るまでに全 ドイッ

人のスポーツ参加の機会均等を図る長期 ・中期 ・

短期の各 レベルごとの計画を1960年代における実

績を踏まえながら策定 していかなければならない

ことが、今の ドイツのスポーッ政策の課題であろ

う。

最後に、本論は、1991年9月から10月にかけて

ドイツスポーッ連盟、ドイッ青少年連盟 (DS」 )、

マインツ及びロス トックのスポーッ連盟、そ して

世界青少年交流協会 (IYAB)な ど多数の関係

者との積極的な討論を通 して情報収集 し、 まとめ

たものであることを付記する。と同時に、 これら

全ての協力 してくださった人々に感謝 したい。
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